
平成２０年１０月２３日

北 陸 信 越 運 輸 局

北陸鉄道株式会社の鉄道事業の一部を廃止する届出及び本届

出に係る公衆の利便の確保に関する意見の聴取について

平成２０年１０月２３日（木）に北陸鉄道株式会社から鉄道

【 】事業の一部 北陸鉄道(株)石川線 鶴来～加賀一の宮間2.1km

を廃止する届出があり、別添のとおり意見聴取を行う旨公示し

たのでお知せします。

１． 届出事業者

北陸鉄道株式会社

取締役社長 魚住 隆彰

２． 届出日

平成２０年１０月２３日

３． 届出事項

鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２８条の２第１項の規定によ

る鉄道事業の廃止

４． 廃止届のあった路線

石川線 鶴来～加賀一の宮間 2.1km

５． 廃止を予定する日

平成２１年１１月１日

問い合わせ先）

（ 、 ）北陸信越運輸局鉄道部 計画課 渡辺 千村

TEL０２５－２４４－６１１７



公示第６６号

鉄道事業法第２８条の２第２項及び鉄道事業法施行規則第４２条の２の規定

により、次のとおり公示する。
なお、本公示に係る事案に利害関係を有し、当運輸局の行う意見の聴取を受

けようとする者は、鉄道事業法施行規則第４２条の４の規定により、公示の日

から１０日以内に、下記の事項を記載した意見聴取申請書を当運輸局長あて提
出されたい。

記

１．意見の聴取を申請する者の氏名又は名称及び住所

２．事案の件名及びその番号
３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

平成２０年１０月２３日

北陸信越運輸局長 後藤 靖子

意見の聴取を行う廃止届出の件名 第一種鉄道事業廃止届出

同 事 案 番 号 ２０鉄計第１号

廃止届出を行った鉄道事業者名 北陸鉄道株式会社

廃止の届出があった路線名及び区間 石川線（鶴来駅～加賀一の宮駅）

廃 止 の 予 定 日 平成２１年１１月１日

廃止を必要とする理由 ・当該区間は、利用者数が僅少である
こと。

・当該区間の老朽化した鉄道インフラ
更新に係る資金調達が困難であるこ
と。

意見聴取の申請方法 郵送による申請（消印が公示の日から

１０日以内であること）または、当運
輸局への申請書持参であること。

意見の聴取の実施予定日 実施予定日の１０日前までに別途通知

意見の聴取を行う場所 実施予定日の１０日前までに別途通知






